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研究成果の概要（和文）： 研究成果として臼井・奥迫・山本編著『経済制裁の研究　経済制裁の政治経済学的
位置づけ』（平成29年3月刊・志學社）を上梓。平成27年度には、グローバルガバナンス学会において、
Graduate Instituteの Thomas Bierstecker 教授と同所属でベナン政府国際法顧問のEric Delidge Degila　を
招き、「経済制裁とグローバルガバナンス」部会を開催した。さらに彼らと共に、山本・奥迫・宮脇がISAの
2016年度大会で経済制裁パネルを担当した。経済制裁をめぐる諸問題をパワーと公正の観点から検討・考察し、
効果的グローバル経済制裁ガバナンス構築に向けての課題を示した。

研究成果の概要（英文）：As a result of research, research members launched Economic Sanctions,edited
 by  M.Usui, H. Okusako and T. Yamamoto (published in March, 2017, Shigakusha). In 2015 Professor 
Thomas Bierstecker of the Graduate Institute and  Eric Delidge Degila, an international legal 
adviser to the government of Benin joined us. Together with them, Takehiko Yamamoto, Noboru  
Miyawaki and Hajime Okusako were in charge of economic sanctions panel at ISA 2016 convention and  
examined and discussed the various problems surrounding economic sanctions from the viewpoint of 
power and fairness. Research members presented the challenges for constructing effective global 
economic sanctions governance.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)「官」の制裁に比べ、「民」の制裁すなわ
ち民間企業や民間団体が主体的に関与し標
的となる経済制裁は先行研究では見落とさ
れていた。 
(2)「民」をめぐる制裁を国際公共政策の課題
として学術的に捉え、新たな知の体系を形成
する必要性。 
 
２．研究の目的 
(1)政府間の制裁にとどまらない、民間企業や
民間団体が主体的に関与し標的となる経済
制裁を研究対象とする。 
(2)「官」の制裁措置に付随して非国家主体を
含めたあらゆる対抗措置の分析を通じて、グ
ローバル化時代を迎えた公共政策の課題と
して「民」による制裁を学術的に捉える、新
たな知の体系形成を目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1) 「争点」「レジーム」の 2 点を中心に基
礎的な分析枠組みを構想する。 
(2)基本的枠組みの前提となる 2つの仮説： 
①第一仮説「争点によって「民」をまきこん
だ制裁が生じやすい」 
②「「民」の制裁の効用は、国内政治体制に
よって変化する」 
(3)安全保障と人権・民主化を巡る論点を事
例研究から抽出する。 
(4)「経世済民の策」の観点から仮説を検証
し、制裁の過程分析を理論化する。 
 
４．研究成果 
(1)冷戦期と比較すると、冷戦後に実施され
た国連の経済制裁の件数は 10 倍以上で、「国
連制裁の氾濫」といえる状況である。しかし
そのほとんどの経済制裁は実効性を担保さ
れることがない。何故なら、国連加盟国の大
半は、制裁実施に不可欠な有効なツールを備
えていないからである。 
 また、今世紀に入って、制裁対象の細分化
が進んだ。制裁対象が国際法規範を侵犯する
国家主体から、テロ集団のような非国家主体
にまで拡大するようになった。一方、民によ
る制裁の顕在化、さらにハイブリッド制裁と
も呼ぶべき官民連携の制裁も確認される。 
 (2)国家間の相互依存システムのネットワ
ーク化が複合的に進めば進むほど、経済制裁
のネットワークの網の目はますます大きく
なり、国際組織や国家による経済制裁の実効
性の確保が難しくなっている。グローバリゼ
ーションと相互依存システムの複合化に伴
う宿命と言える。 
 このような状況において、経済制裁の実効
性を担保するためには4層のガバナンスが効
果的に組み合わされることが重要である。す
なわち、グローバル・ガバナンス、地域的ガ
バナンス体系、個別国家の輸出管理や金融シ
ステムの管理などの国内ガバナンス、企業な
どの非国家主体によるガバナンスがどれだ

け効果的に組み合わさって機能するかが問
われてくる。 
(３) 現状は、これら 4 層の経済制裁の複合
的ガバナンス体系は凹凸状態で無秩序な広
がりと重なり合いから成り立っており、経済
制裁の実効性と即効性を期待することは難
しく、打開策も見当たらない。 
 制裁現象は多様であり、国際社会から消え
去ることはなく、国際政治の現状を鑑みるに
つけ、予測不能性のレベルをますます高めて
おいる。制裁の国際的、国内的力学の相互作
用の継続的分析が重要である。 
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